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市内全域で良好な景観形成を図るため、次に示すいずれかの行為を行う場合は、景観法及び松戸

市景観条例に基づき、市長へ届出が必要です。 

この内、建築物の建築等、工作物の建設等を景観法第１７条第１項に基づく特定届出対象行為と

します。 

 

 

 

 

対象行為 対象規模 

建築物の新築、増築、改築若しくは移

転、外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替又は色彩の変更 

（建築物の建築等） 

• 地盤面からの高さが１５ｍを超える建築物 

• 延べ面積が１，０００㎡を超える建築物 

工作物の新設、増築、改築若しくは移

転、外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替又は色彩の変更 

（工作物の建設等） 

• 高さが２ｍを超える擁壁で長さが３０ｍを超えるもの 

• 門・塀・柵その他これらに類するもので、高さ２ｍかつ長さ３０ｍを超え

るもの 

• 煙突、高架水槽その他これらに類するもので、高さ１５ｍを超えるもの 
• 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、高さ
１５ｍを超えるもの 

• 製造施設、貯蔵施設、その他これらに類するもので、高さ１５ｍを超え
るもの 

• 機械式駐車場で、築造面積が３００㎡を超えるもの 

開 発 行 為 
• 都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為で、面積が５００㎡以

上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 届出対象行為 （景観法第１６条関係） 

表 届出対象行為 

景観法 17 条第 1 項に基づく特定届出対象行為とは 

市は、景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないも

のをしようとする者又はした者に対し、当該制限に適合させるため必要な限度にお

いて、設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができます。 

図 対象となる工作物の例 



 

 

 

 

 

 

（１） 一定規模以上の建築物等 

 

一定規模以上の建築物等は、市長への届出・協議により良好な景観を形成するよう誘導を図ります。 

 

ア 事前協議 

 

松戸市景観条例に基づいて、本計画の意図を反映した良好な景観形成に資する計画・設計となる

よう事前協議を行います。事前協議は、本計画に定める「良好な景観の形成に関する方針」や、色

彩や形態意匠に関するガイドラインを指針として用います。 

市は、事前協議の結果、適合していると認められる場合は、確認通知書を通知しますが、適合し

ていない場合は、必要に応じて、景観アドバイザーの意見等を聴き、助言や指導を行います。 

 

イ 景観法第１６条に基づく届出 

 

事前協議を終えた建築物等については、景観法第 16 条に基づいて市長への届出を行います。 

届出は、行為着手の３０日前までに行うことが必要です。また、建築確認申請や開発許可申請な

どが必要な行為については、それらの申請を行う日の３０日前までに届出が必要です。 

 

ウ 適合の確認 

 

2 届出の流れ 

届出を受理した建築物等について、本計画に定める「行為の制限に関する事項」に適合している

かの審査を行い、適合した建築物等について適合通知書を通知します。通知を受けた建築物等につ

いては、行為の着手やそれに必要な建築確認、開発許可等の申請に進むことができます。しかし、

景観審議会の意見を聴き、適合しないと判断した場合は、勧告や変更命令の措置を行います。 
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景観アドバイザー  

 

 

 

 

 

 

 
景観審議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） その他の建築物等 

 

景観法第１６条に基づく届出 ※１ 

行為の着手 

行為着手の 

３０日前まで 

必要に応じて 

完了報告書の提出 

●助言 

●指導 

適合の確認 

●勧告 

●変更命令 

建築確認申請・開発許可申請 

許可等に係る申請を 

行う日の 30 日前まで ※2

適合する場合 

適合しない場合

事前協議 

※１景観法第 16 条に基づく届出とは 

建築物や工作物の新築・新設、増築、

改築若しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色彩の

変更、開発行為および景観条例で定め

る行為を行う場合は、あらかじめ行為の

種類や場所等の定められた項目につい

て届け出なければなりません。 

また、届出の内容が景観計画に定めた

当該行為についての制限に適合しない

場合、市は設計の変更を勧告すること

ができます。 

図 届出の流れ 

市長 

景観法第 16 条に基づく届出期日の詳

細は、景観条例施行規則に定める。 

※2届出期日について 

一定規模に満たない住宅や店舗、作業場などの建築物等や小規模な開発等については、当該計

画・設計の内容が、本計画に定める「良好な景観の形成に関する方針」や、色彩や形態意匠に関す

るガイドラインに沿ったものとなるよう努めることが必要です。 

なお、必要な場合は、市に相談していただければ、本計画に沿った助言等を行うことも可能です。 


